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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から照射された紫外線を含む光を、露光するパターンが描画されたマスクを透過さ
せて投影光として、被処理基板の露光領域に対して照射する場合に用いられる投影光学系
において、
　前記投影光の方向を変える第１反射面および第２反射面を所定角度に設けた反射体と、
この反射体に対峙して配置され、前記第１反射面で反射した投影光を前記第２反射面に反
射させる反射補正光学系と、
　この反射補正光学系の中心軸に対して対称となる一方の位置で、かつ、当該光学系が設
置される設置面に対して垂直に配置され、前記第１反射面に前記投影光を透過して送る位
置に設けた入射側凸レンズと、
　前記反射補正光学系の中心軸に対して対称となる他方の位置で、かつ、当該光学系が設
置される設置面に対して垂直に配置され、前記第２反射面からの前記投影光を透過する位
置に設けた出射側凸レンズと、
　前記投影光の前記入射側凸レンズに対面して設けられた第１光透過板を擬似円筒面状態
に変形されることで、前記パターンの投影像の倍率補正を行なう第１補正倍率光学系と、
　前記投影光の前記出射側凸レンズに対面して設けられた第２光透過板を擬似円筒面状態
に変形されることで、前記パターンの投影像の倍率補正を行なう第２補正倍率光学系と、
を備え、
　前記第１補正倍率光学系は、前記入射側凸レンズに対面して配置された前記第１光透過
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板と、この第１光透過板を、シール枠体を介して保持する第１保持手段とを備え、
　前記第２補正倍率光学系は、前記出射側凸レンズに対面して配置された前記第２光透過
板と、この第２光透過板を、シール枠体を介して保持する第２保持手段とを備え、
　前記第１保持手段は、前記投影光を通過させる開口窓を有し、前記入射側凸レンズに沿
って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置され前記第１光透過板を設け
る前記シール枠体と、このシール枠体および前記第１光透過板を挟持すると共に、前記第
１光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第１光透過板を擬似円筒面状態に湾
曲させる方向にガイドし、前記第１光透過板の湾曲頂部に対して対称となる位置で前記挟
持枠体と前記第１光透過板の間に設けられたガイドバーと、を備え、
　前記第２保持手段は、前記投影光を通過させる開口窓を有し、前記出射側凸レンズに沿
って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置され前記第２光透過板を設け
る前記シール枠体と、このシール枠体および前記第２光透過板を挟持すると共に、前記第
２光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第２光透過板を擬似円筒面状態に湾
曲させる方向にガイドし、前記第２光透過板の湾曲頂部に対して対称となる位置で前記挟
持枠体と前記第２光透過板の間に設けられたガイドバーと、を備え、
　前記第１保持手段、前記シール枠体、第１光透過板ならびに前記入射側凸レンズで囲繞
される密閉空間の気圧を調整して前記第１光透過板を前記ガイドバーを介して、または、
前記第２保持手段、前記シール枠体、第２光透過板ならびに前記出射側凸レンズで囲繞さ
れる密閉空間の気圧を調整して前記第２光透過板を前記ガイドバーを介して、平板状態か
ら擬似円筒面状態に変形させる変形手段を備えることを特徴とする投影光学系。
【請求項２】
　光源から照射された紫外線を含む光を、露光するパターンが描画されたマスクを透過さ
せて投影光として、被処理基板の露光領域に対して照射する場合に用いられる投影光学系
において、
　前記投影光の方向を変える第１反射面および第２反射面を所定角度に設けた反射体と、
この反射体に対峙して配置され、前記第１反射面で反射した投影光を前記第２反射面に反
射させる反射補正光学系と、
　この反射補正光学系の中心軸に対して対称となる一方の位置で、かつ、当該光学系が設
置される設置面に対して垂直に配置され、前記第１反射面に前記投影光を透過して送る位
置に設けた入射側凸レンズと、
　前記反射補正光学系の中心軸に対して対称となる他方の位置で、かつ、当該光学系が設
置される設置面に対して垂直に配置され、前記第２反射面からの前記投影光を透過する位
置に設けた出射側凸レンズと、
　前記投影光の前記入射側凸レンズに対面して設けられた第１光透過板を擬似円筒面状態
に変形されることで、前記パターンの投影像の倍率補正を行なう第１補正倍率光学系と、
　前記投影光の前記出射側凸レンズに対面して設けられた第２光透過板を擬似円筒面状態
に変形されることで、前記パターンの投影像の倍率補正を行なう第２補正倍率光学系と、
を備え、
　前記第１補正倍率光学系は、前記入射側凸レンズに対面して配置された前記第１光透過
板と、この第１光透過板を、シール枠体を介して保持する第１保持手段とを備え、
　前記第２補正倍率光学系は、前記出射側凸レンズに対面して配置された前記第２光透過
板と、この第２光透過板を、シール枠体を介して保持する第２保持手段とを備え、
　前記第１保持手段は、前記投影光を通過させる開口窓を有し、前記入射側凸レンズに沿
って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置され前記第１光透過板を設け
る前記シール枠体と、このシール枠体および前記第１光透過板を挟持すると共に、前記第
１光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第１光透過板を擬似円筒面状態に湾
曲させる方向にガイドし、前記第１光透過板の湾曲頂部に対して対称となる位置で前記挟
持枠体と前記第１光透過板の間に設けられたガイドバーと、を備え、
　前記第２保持手段は、前記投影光を通過させる開口窓を有し、前記出射側凸レンズに沿
って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置され前記第２光透過板を設け
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る前記シール枠体と、このシール枠体および前記第２光透過板を挟持すると共に、前記第
２光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第２光透過板を擬似円筒面状態に湾
曲させる方向にガイドし、前記第２光透過板の湾曲頂部に対して対称となる位置で前記挟
持枠体と前記第２光透過板の間に設けられたガイドバーと、を備え、
　前記第１保持手段、前記シール枠体、前記第１光透過板ならびに前記入射側凸レンズで
囲繞される密閉空間の気圧を調整して前記第１光透過板を、前記ガイドバーを介して平板
状態から擬似円筒面状態に変形させる第１変形手段とを備え、
　前記第２保持手段、前記シール枠体、前記第２光透過板ならびに前記出射側凸レンズで
囲繞される密閉空間の気圧を調整して前記第２光透過板を、前記ガイドバーを介して平板
状態から擬似円筒面状態に変形させる第２変形手段と、を備えることを特徴とする投影光
学系。
【請求項３】
　前記第１光透過板の擬似円筒面状態と、前記第２光透過板の擬似円筒面状態とが互いに
直交するように配置することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の投影光学系。
【請求項４】
　前記第１光透過板および前記第２光透過板は、曲率無限大の合成石英ガラス板が用いら
れ、前記合成石英ガラス板の長辺をＤとし、その中心厚みをｄとし、かつ、当該投影光学
系における最大の主光線傾角をωとしたとき、つぎの式（１）、式（２）で示す条件、
１＜｛（ｄ／Ｄ）×１００｝＜１０ 式（１）
０．０１＜（ω２×ｄ）＜２．５ 式（２）
を満足することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の投影光学系。
【請求項５】
　前記第１光透過板または前記第２光透過板は、前記シール枠体との関係において、ＥＧ

を第１または第２光透過板のヤング率とし、ＥＳをシール枠体のヤング率とし、ＴＧを第
１または第２光透過板の板厚とし、ＴＳをシール枠体の厚みとし、νＧを第１または第２
光透過板のポアソン比とし、νＳをシール枠体のポアソン比としたとき、つぎの式（３）
で示す条件、
【数１】

を満足することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の投影光学系。
【請求項６】
　前記入射側凸レンズおよび前記出射側凸レンズは、前記密閉空間の気圧を調整して、そ
れぞれの光透過板が擬似円筒面状態であるときに、それぞれの凸レンズの変形比率が０．
２％以下であるような厚みを備えることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の投
影光学系。
【請求項７】
　前記第１光透過板および前記第２光透過板における前記投影光の光路に対する有効透過
設定範囲は、前記第１光透過板または前記第２光透過板を擬似円筒面状態としたときに、
当該第１光透過板および当該第２光透過板の周縁から内側に向かってあらかじめ設定され
る位置に設けられたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の投影光学系。
【請求項８】
　光源から照射された紫外線を含む光を、露光するパターンが描画されたマスクを透過さ
せて投影光として、前記パターンを形成する被処理基板の露光領域に対して照射する投影
露光装置において、
　前記被処理基板と前記マスクにあらかじめ形成されているそれぞれの整合マークを撮像
する撮像手段と、前記被処理基板と前記マスクの間に設けられた投影光学系と、この投影
光学系の入射側および出射側にそれぞれ設置された、前記マスクにおけるパターンの投影
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像の倍率を補正する第１補正倍率光学系および第２補正倍率光学系と、前記撮像手段によ
り撮像した前記各マークの映像情報に基づいて、前記補正倍率光学系のそれぞれについて
前記パターンの投影像の倍率補正を行なうように制御する制御手段と、を備え、
　前記第１補正倍率光学系は、前記入射側凸レンズに対面して配置された前記第１光透過
板と、この第１光透過板を、シール枠体を介して保持する第１保持手段とを備え、
　前記第１保持手段は、前記投影光を通過させる開口窓を有し、前記入射側凸レンズに沿
って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置され前記第１光透過板を設け
る前記シール枠体と、このシール枠体および前記第１光透過板を挟持すると共に、前記第
１光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第１光透過板を擬似円筒面状態に湾
曲させる方向にガイドし、前記第１光透過板の湾曲頂部に対して対称となる位置で前記挟
持枠体と前記第１光透過板の間に設けられたガイドバーと、を備え、
　前記第２補正倍率光学系は、前記出射側凸レンズに対面して配置された前記第２光透過
板と、この第２光透過板を、シール枠体を介して保持する第２保持手段とを備え、
　前記第２保持手段は、前記投影光を通過させる開口窓を有し、前記出射側凸レンズに沿
って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置され前記第２光透過板を設け
る前記シール枠体と、このシール枠体および前記第２光透過板を挟持すると共に、前記第
２光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第２光透過板を擬似円筒面状態に湾
曲させる方向にガイドし、前記第２光透過板の湾曲頂部に対して対称となる位置で前記挟
持枠体と前記第２光透過板の間に設けられたガイドバーと、を備え、
　前記第１保持手段、前記シール枠体、第１光透過板ならびに前記入射側凸レンズで囲繞
される密閉空間の気圧を調整して前記第１光透過板を前記ガイドバーを介して、または、
前記第２保持手段、前記シール枠体、第２光透過板ならびに前記出射側凸レンズで囲繞さ
れる密閉空間の気圧を調整して前記第２光透過板を前記ガイドバーを介して、平板状態か
ら擬似円筒面状態に変形させる変形手段を備え、
　前記制御手段は、前記映像情報に基づいて、前記変形手段を制御することを特徴とする
投影露光装置。
【請求項９】
　光源から照射された紫外線を含む光を、露光するパターンが描画されたマスクを透過さ
せて投影光として、前記パターンを形成する被処理基板の露光領域に対して照射する投影
露光装置において、
　前記被処理基板と前記マスクにあらかじめ形成されているそれぞれの整合マークを撮像
する撮像手段と、前記被処理基板と前記マスクの間に設けられた投影光学系と、この投影
光学系の入射側および出射側にそれぞれ設置された、前記マスクにおけるパターンの投影
像の倍率を補正する第１補正倍率光学系および第２補正倍率光学系と、前記撮像手段によ
り撮像した前記各マークの映像情報に基づいて、前記補正倍率光学系のそれぞれについて
前記パターンの投影像の倍率補正を行なうように制御する制御手段と、を備え、
　前記第１補正倍率光学系は、前記入射側凸レンズに対面して配置された前記第１光透過
板と、この第１光透過板を、シール枠体を介して保持する第１保持手段とを備え、
　前記第１保持手段は、前記投影光を通過させる開口窓を有し、前記入射側凸レンズに沿
って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置され前記第１光透過板を設け
る前記シール枠体と、このシール枠体および前記第１光透過板を挟持すると共に、前記第
１光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第１光透過板を擬似円筒面状態に湾
曲させる方向にガイドし、前記第１光透過板の湾曲頂部に対して対称となる位置で前記挟
持枠体と前記第１光透過板の間に設けられたガイドバーと、を備え、
　前記第１保持手段、前記シール枠体、前記第１光透過板ならびに前記入射側凸レンズで
囲繞される密閉空間の気圧を調整して前記第１光透過板を、前記ガイドバーを介して平板
状態から擬似円筒面状態に変形させる第１変形手段とを備え、
　前記第２補正倍率光学系は、前記出射側凸レンズに対面して配置された前記第２光透過
板と、この第２光透過板を、シール枠体を介して保持する第２保持手段とを備え、
　前記第２保持手段は、前記投影光を通過させる開口窓を有し、前記出射側凸レンズに沿
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って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置され前記第２光透過板を設け
る前記シール枠体と、このシール枠体および前記第２光透過板を挟持すると共に、前記第
２光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第２光透過板を擬似円筒面状態に湾
曲させる方向にガイドし、前記第２光透過板の湾曲頂部に対して対称となる位置で前記挟
持枠体と前記第２光透過板の間に設けられたガイドバーと、を備え、
　前記第２保持手段、前記シール枠体、前記第２光透過板ならびに前記出射側凸レンズで
囲繞される密閉空間の気圧を調整して前記第２光透過板を、前記ガイドバーを介して平板
状態から擬似円筒面状態に変形させる第２変形手段と、を備え
　前記制御手段は、前記映像情報に基づいて、前記第１変形手段および前記第２変形手段
を制御することを特徴とすることを特徴とする投影露光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリント配線板、ＬＣＤ基板などの被処理基板に、マスクを介して紫外線を
含む光を照射して所定パターンを露光して形成するときに使用される投影光学系および投
影露光装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、プリント配線基板、液晶パネル、液晶用のカラーフィルタなどの被処理基板
の露光製造方法としては、所定のパターンを描画したマスクと、フォトレジストなどの感
光材料を塗布した被処理基板とを密着した状態で、光源からの光を照射して露光作業を行
なうフォトリソグラフィ法が採用されている。
【０００３】
　ところが、近年の被処理基板は、製品に対応して軽薄、短小、高密度化に伴う多層化が
進み、多層化したときの総合位置合わせ精度（オーバーレイヤー精度）が極めて高いレベ
ルで要求されている。オーバーレイヤー精度が極めて高いレベルで要求される理由は、被
処理基板が使用される各種の製品において多機能が求められ、その結果、軽薄、短小にな
ったスペースに形成パターンが高密度化されることになり、各レイヤー（各層）での位置
合わせ精度が製品の機能に与える影響が今まで以上に大きくなっていることによる。また
、被処理基板は、素材の性質上（例えば、エポキシ樹脂と銅箔を使用）伸縮が生じやすい
ため、要求される精度の状態において、当該被処理基板の伸縮が各レイヤーの位置合わせ
精度に対して無視できないものになってきている。
【０００４】
　そのため、高密度化などの要望を満たすために半導体製造装置で実績のある投影露光装
置が、プリント配線基板などの被処理基板用に対応して設計されて使用され、従来におい
て、様々なものが提案されている。また、投影露光装置は、被処理基板の縦横の伸縮が一
様であるときに、投影倍率を可変させることが比較的簡便にでき、そのため投影露光装置
で用いられる投影光学系あるいは反射屈折投影光学系、さらに、マスクのパターンにおけ
る投影像の倍率を補正する補正倍率光学系についても様々なものが提案されている。
【０００５】
　ここで従来の投影露光装置の一例について図８を参照して説明する。図８は、従来の投
影露光装置の構成を模式的に示す模式図である。図８に示すように、従来の投影露光装置
１００は、紫外線を含む光を照射するための光源部１０１と、この光源部１０１から照射
された光の光路中に配置されたマスクＭと、このマスクＭの直下に配置された補正倍率光
学系１０４と、この補正倍率光学系１０４に隣り合う位置に配置され、照射される光に対
して直交する平面において補正倍率光学系１０４を回転方向であるθ方向に移動させる回
転機構１０５と、補正倍率光学系１０４の直下に配置された投影光学レンズ１０６と、こ
の投影光学レンズ１０６の直下に配置される被処理基板であるワークＷを載置する載置テ
ーブル１０７と、を備えている。
【０００６】
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　そして、投影露光装置１００の補正倍率光学系１０４は、平行平面板１０２または一対
の平行平面板１０２，１０３を対面させて備えており（図８では対面させた状態を示す）
、平行平面板１０２を２次曲線形状に撓ませることで円筒面を形成した状態で配置される
か、あるいは、それぞれの平行平面板１０２，１０３を２次曲線形状に撓ませることで円
筒面を形成し、それぞれの円筒面が互いに直交した状態で配置させている。なお、この補
正倍率光学系１０４で使用される平行平面板１０２または平行平面板１０２，１０３は、
シリンドリカルレンズに置き換えて配置した構成であってもよいものである（例えば、特
許文献１参照）。
【０００７】
　なお、この投影露光装置１００は、全体方向に同一の補正倍率を変化させる方式の装置
と異なり、縦横の伸縮率が一様でないワークに対して特に有効となるものである。
【特許文献１】特開２００３－２２３００３号公報（全文）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、従来の投影光学系あるいは投影露光装置では、さらに改良する余地があり、以
下で示す問題を解決する必要があった。
【０００９】
　（１）従来の投影光学系は、光学的な配置関係を考えた場合に、光の入射される側にの
み補正倍率光学系が配置された状態であるため、補正倍率光学系の製作精度が大きく投影
結像性能に影響を与えることになってしまった。そのため、補正倍率光学系の高精度加工
、高精度の組立方法が必要となってしまった。また、このような構成の投影光学系では、
光学的な配置関係上、対称性を持たない光学エレメントを変形させることでパターン形成
を行なうことになるが、光学エレメントが対称となっていないため、パターン形状の伝達
性にも影響を及ぼし、補正できる伸縮の幅が制限されることになってしまった。なお、投
影光学系の補正倍率光学系にシリンドリカルレンズを用いることは、現状の技術レベルを
考慮すると、必要とする精度を満足することが困難であり、現実的には適用が不可能であ
る。
【００１０】
　（２）従来の投影光学系は、平行平面板を２次曲線状に湾曲させた状態で使用するため
、平行平面板を装置の設置面に対して平行に配置する場合、あるいは、平行平面板を装置
の設置面に対して直交して（垂直に）配置する場合のいずれであっても、当該平行平面板
の自重または重力により変形状態を安定して維持することが困難であった。
【００１１】
　（３）従来の投影露光装置は、用いられる投影光学系において、使用する補正倍率光学
系が平行平面板を湾曲させた状態で配置し、光軸に直交する方向に回転させることで、倍
率補正を行なっている構成であるため、補正倍率を変化させる場合には平行平面板を取り
替える作業を行なう必要があり、作業効率が著しく悪い状態であった。また、投影露光装
置において、シリンドリカルレンズを用いる補正倍率光学系のレンズ間の幅を調整するこ
とで、倍率補正を行なうものについては、前記したように、必要とする精度を満足する補
正ができなかった。
【００１２】
　本発明は、前記の問題点に鑑み創案されたものであり、補正倍率調整が容易で、補正倍
率調整を行なうときに結像性能を劣化させることなく、また、補正できる幅が広く、さら
に、補正倍率調整を安定した構成を維持して行なうことができる投影光学系、および、補
正倍率調整などの作業効率に優れた投影露光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係る投影光学系は、前記の問題を解決するため、つぎのように構成した。すな
わち、投影光学系は、光源から照射された紫外線を含む光を、露光するパターンが描画さ
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れたマスクを透過させて投影光として、被処理基板の露光領域に対して照射する場合に用
いられる投影光学系において、前記投影光の方向を変える第１反射面および第２反射面を
所定角度に設けた反射体と、この反射体に対峙して配置され、前記第１反射面で反射した
投影光を前記第２反射面に反射させる反射補正光学系と、この反射補正光学系の中心軸に
対して対称となる一方の位置で、かつ、当該光学系が設置される設置面に対して垂直に配
置され、前記第１反射面に前記投影光を透過して送る位置に設けた入射側凸レンズと、前
記反射補正光学系の中心軸に対して対称となる他方の位置で、かつ、当該光学系が設置さ
れる設置面に対して垂直に配置され、前記第２反射面からの前記投影光を透過する位置に
設けた出射側凸レンズと、前記投影光の前記入射側凸レンズに対面して設けられた第１光
透過板を擬似円筒面状態に変形されることで、前記パターンの投影像の倍率補正を行なう
第１補正倍率光学系と、前記投影光の前記出射側凸レンズに対面して設けられた第２光透
過板を擬似円筒面状態に変形されることで、前記パターンの投影像の倍率補正を行なう第
２補正倍率光学系と、を備え、前記第１補正倍率光学系は、前記入射側凸レンズに対面し
て配置された前記第１光透過板と、この第１光透過板を、シール枠体を介して保持する第
１保持手段とを備え、前記第２補正倍率光学系は、前記出射側凸レンズに対面して配置さ
れた前記第２光透過板と、この第２光透過板を、シール枠体を介して保持する第２保持手
段とを備えている。そして、前記投影光学系は、前記第１保持手段が、前記投影光を通過
させる開口窓を有し、前記入射側凸レンズに沿って配置される枠本体と、この枠本体の開
口窓に沿って設置され前記第１光透過板を設ける前記シール枠体と、このシール枠体およ
び前記第１光透過板を挟持すると共に、前記第１光透過板に対応して開口を有する挟持枠
体と、前記第１光透過板を擬似円筒面状態に湾曲させる方向にガイドし、前記第１光透過
板の湾曲頂部に対して対称となる位置で前記挟持枠体と前記第１光透過板の間に設けられ
たガイドバーと、を備え、前記第２保持手段が、前記投影光を通過させる開口窓を有し、
前記出射側凸レンズに沿って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置され
前記第２光透過板を設ける前記シール枠体と、このシール枠体および前記第２光透過板を
挟持すると共に、前記第２光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第２光透過
板を擬似円筒面状態に湾曲させる方向にガイドし、前記第２光透過板の湾曲頂部に対して
対称となる位置で前記挟持枠体と前記第２光透過板の間に設けられたガイドバーと、を備
え、前記第１保持手段、前記シール枠体、第１光透過板ならびに前記入射側凸レンズで囲
繞される密閉空間の気圧を調整して前記第１光透過板を前記ガイドバーを介して、または
、前記第２保持手段、前記シール枠体、第２光透過板ならびに前記出射側凸レンズで囲繞
される密閉空間の気圧を調整して前記第２光透過板を前記ガイドバーを介して、平板状態
から擬似円筒面状態に変形させる変形手段を備える構成とした（請求項１）。
【００１４】
　また、投影光学系は、光源から照射された紫外線を含む光を、露光するパターンが描画
されたマスクを透過させて投影光として、被処理基板の露光領域に対して照射する場合に
用いられる投影光学系において、前記投影光の方向を変える第１反射面および第２反射面
を所定角度に設けた反射体と、この反射体に対峙して配置され、前記第１反射面で反射し
た投影光を前記第２反射面に反射させる反射補正光学系と、この反射補正光学系の中心軸
に対して対称となる一方の位置で、かつ、当該光学系が設置される設置面に対して垂直に
配置され、前記第１反射面に前記投影光を透過して送る位置に設けた入射側凸レンズと、
前記反射補正光学系の中心軸に対して対称となる他方の位置で、かつ、当該光学系が設置
される設置面に対して垂直に配置され、前記第２反射面からの前記投影光を透過する位置
に設けた出射側凸レンズと、前記投影光の前記入射側凸レンズに対面して設けられた第１
光透過板を擬似円筒面状態に変形されることで、前記パターンの投影像の倍率補正を行な
う第１補正倍率光学系と、前記投影光の前記出射側凸レンズに対面して設けられた第２光
透過板を擬似円筒面状態に変形されることで、前記パターンの投影像の倍率補正を行なう
第２補正倍率光学系と、を備え、前記第１補正倍率光学系は、前記入射側凸レンズに対面
して配置された前記第１光透過板と、この第１光透過板を、シール枠体を介して保持する
第１保持手段とを備え、前記第２補正倍率光学系は、前記出射側凸レンズに対面して配置
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された前記第２光透過板と、この第２光透過板を、シール枠体を介して保持する第２保持
手段とを備えている。そして、前記投影光学系は、前記第１保持手段は、前記投影光を通
過させる開口窓を有し、前記入射側凸レンズに沿って配置される枠本体と、この枠本体の
開口窓に沿って設置され前記第１光透過板を設ける前記シール枠体と、このシール枠体お
よび前記第１光透過板を挟持すると共に、前記第１光透過板に対応して開口を有する挟持
枠体と、前記第１光透過板を擬似円筒面状態に湾曲させる方向にガイドし、前記第１光透
過板の湾曲頂部に対して対称となる位置で前記挟持枠体と前記第１光透過板の間に設けら
れたガイドバーと、を備え、前記第２保持手段は、前記投影光を通過させる開口窓を有し
、前記出射側凸レンズに沿って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置さ
れ前記第２光透過板を設ける前記シール枠体と、このシール枠体および前記第２光透過板
を挟持すると共に、前記第２光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第２光透
過板を擬似円筒面状態に湾曲させる方向にガイドし、前記第２光透過板の湾曲頂部に対し
て対称となる位置で前記挟持枠体と前記第２光透過板の間に設けられたガイドバーと、を
備え、前記第１保持手段、前記シール枠体、前記第１光透過板ならびに前記入射側凸レン
ズで囲繞される密閉空間の気圧を調整して前記第１光透過板を、前記ガイドバーを介して
平板状態から擬似円筒面状態に変形させる第１変形手段とを備え、前記第２保持手段、前
記シール枠体、前記第２光透過板ならびに前記出射側凸レンズで囲繞される密閉空間の気
圧を調整して前記第２光透過板を、前記ガイドバーを介して平板状態から擬似円筒面状態
に変形させる第２変形手段と、を備えることを備える構成とした（請求項２）。
【００１５】
　このように構成されることにより、投影光学系は、第１補正倍率光学系および入射側凸
レンズを透過した投影光が、反射体の第１反射面により光路を水平方向から垂直方向に変
更され反射補正光学系を介して再び反射体の第２反射面に反射される。そして、投影光学
系は、投影光が、反射体の第２反射面により光路を垂直方向から水平方向に変えて反射さ
れ、出射側凸レンズおよび第２補正倍率光学系を透過してワークに向かって出射される。
このとき、第１補正倍率光学系と第２補正倍率光学系とは、光学的な対称位置に配置され
るととになり、光学的収差を打ち消す状態に配置されることになる。また、投影光学系は
、マスクにおけるパターンの投影像について補正倍率を変更する場合には、光学的な対称
性を有する位置に配置されたいずれか一方の光透過板を変形（擬似円筒面状態）させるこ
とで、当該パターンの投影像の縦あるいは横に対する倍率を変更している。
【００１６】
　そして、投影光学系は、変形手段（第１変形手段）により密閉空間の気圧を調整するこ
とで、第１保持手段に保持されている第１光透過板の全面が気圧で押されシール枠体を介
して平板状態から擬似円筒面状態に変形して補正レンズの構成となり、マスクにおけるパ
ターンの投影像に対する倍率が補正される。同様に、投影光学系は変形手段（第２変形手
段）により密閉空間の気圧を調整することで、第２保持手段に保持されている第２光透過
板の全面が気圧で押され、シール枠体を介して平板状態から擬似円筒面状態に変形して補
正レンズの構成となり、マスクにおけるパターンの投影像に対する倍率が補正される。投
影光学系は、例えば、パターンの投影像の横方向における倍率を縮小補正するときに、第
１光透過板を平板状態から擬似円筒面状態に変形させることで対応でき、また、第２光透
過板を平板状態から擬似円筒面状態に変形させることで、パターンの投影像の横方向にお
いける倍率を拡大補正できるようにしている。なお、密閉空間の気圧を増圧にすること、
あるいは気圧を負圧にすることにより、各光透過板を擬似円筒面状態に変形している。
【００１８】
　このように構成されることにより、投影光学系は、第１補正倍率光学系を作動させる場
合、第１光透過板側の密閉空間の気圧を調整して高めることで、その第１光透過板の全面
を押圧して、平板状態から擬似円筒面状態に変形させる。変形する際に第１光透過板は、
湾曲頂部に対して対称となる位置のガイドバーが、枠本体および挟持枠体により挟持され
ることで、そのガイドバーが接触した状態となる。そのため、第１光透過板の左右となる
対称の位置では平板状態の部分がガイドバーによって保とうとし、また、ガイドバーがな
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い第１光透過板の上下の辺では、湾曲しようとする圧力が直接働き、第１光透過板を擬似
円筒面状態に湾曲させている。なお、第１光透過板のガイドバーがない位置では、シール
枠体が第１光透過板の変形に追随するため、密閉空間の気密性は保たれることになる。ま
た、各光透過板を擬似円筒面状態に変形させるために、ガイドバーが各光透過板の擬似凸
円筒面状態および擬似凹円筒面状態の両方をガイドする位置に配置されても構わない。
【００１９】
　また、本発明に係る投影光学系において、前記第１光透過板の擬似円筒面状態と、前記
第２光透過板の擬似円筒面状態とが互いに直交するように配置する構成とした（請求項３
）。
　このように構成されることにより、投影光学系は、第１光透過板または第２光透過板の
いずれか一方を擬似円筒面状態に湾曲させることで、例えば、マスクにおけるパターンの
投影像について横方向の倍率補正を行い、他方を擬似円筒面状態に湾曲させることで、マ
スクにおけるパターンの投影像について縦方向の倍率補正を行なっている。
【００２０】
　さらに、本発明に係る投影光学系において、前記第１光透過板および前記第２光透過板
は、曲率無限大の合成石英ガラス板が用いられ、前記合成石英ガラス板の長辺をＤとし、
その中心厚みをｄとし、かつ、当該投影光学系における最大の主光線傾角をωとしたとき
、つぎの式（１）である１＜｛（ｄ／Ｄ）×１００｝＜１０…式（１）と、つぎの式（２
）である０．０１＜（ω２×ｄ）＜２．５…式（２）の条件を満足する構成とした（請求
項４）。
【００２１】
　このように構成されることにより、投影光学系は、ガラス板の機械的な特性を、そのガ
ラス板の長辺と厚み、特に中心厚みとの関係を規定することで、ガラス板を擬似円筒面状
態に湾曲するときの湾曲のし易さと破損との関係を好ましい範囲に設定している。それと
同時に、投影光学系は、主光線傾角ωとガラス板の中心厚みｄとの関係を規定することで
、ガラス板の湾曲したときの補正能力および歪曲との関係を好ましい範囲に設定している
。
【００２２】
　そして、本発明に係る投影光学系において、前記第１光透過板または前記第２光透過板
は、前記シール枠体との関係において、ＥＧを第１または第２光透過板のヤング率とし、
ＥＳをシール枠体のヤング率とし、ＴＧを第１または第２光透過板の板厚とし、ＴＳをシ
ール枠体の厚みとし、νＧを第１または第２光透過板のポアソン比とし、νＳをシール枠
体のポアソン比としたとき、つぎの式（３）で示す条件、
【数２】

を満足する構成とした（請求項５）。
【００２３】
　このように構成されることにより、投影光学系は、曲げの剛性式を基本として各光透過
板の擬似円筒面状態をより理想に近づけるためにシール枠体の厚みとシール枠体の物質的
な特性とを好ましい範囲に設定している。
【００２４】
　また、本発明に係る投影光学系において前記入射側凸レンズおよび前記出射側凸レンズ
は、前記密閉空間の気圧を調整して、それぞれの光透過板が擬似円筒面状態であるときに
、それぞれの凸レンズの変形比率が０．２％以下であるような厚みを備える構成とした（
請求項６）。
　このように構成されることにより、投影光学系は、第１光透過板および第２光透過板の
それぞれが、密閉空間の気圧を調整されて平板状態から擬似円筒面状態に湾曲したときに
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、入射側凸レンズおよび出射側凸レンズに対しての圧力による変形が、圧力の変化する前
と比較して、光学性能上無視できる状態の範囲で、かつ、好適な補正効果を期待できるも
のとなる。
【００２５】
　さらに、本発明に係る投影光学系において、前記第１光透過板および前記第２光透過板
における前記投影光の光路に対する有効透過設定範囲は、擬似円筒面状態としたときに、
当該第１光透過板および当該第２光透過板の周縁から内側に向かってあらかじめ設定され
る位置に設けられた構成とした（請求項７）。
　このように構成されることにより、投影光学系は、擬似円筒面状態とした際、マスクの
倍率を補正する場合に有効となる第１光透過板あるいは第２光透過板のより好ましい範囲
に投影光の光路を設定できるようになる。
【００２６】
　そして、本発明に係る投影露光装置は、光源から照射された紫外線を含む光を、露光す
るパターンが描画されたマスクを透過させて投影光として、前記パターンを形成する被処
理基板の露光領域に対して照射する投影露光装置において、前記被処理基板と前記マスク
にあらかじめ形成されているそれぞれの整合マークを撮像する撮像手段と、前記被処理基
板と前記マスクの間に設けられた投影光学系と、この投影光学系の入射側および出射側に
それぞれ設置された、前記マスクにおけるパターンの投影像の倍率を補正する第１補正倍
率光学系および第２補正倍率光学系と、前記撮像手段により撮像した前記各マークの映像
情報に基づいて、前記補正倍率光学系のそれぞれについて前記パターンの投影像の倍率補
正を行なうように制御する制御手段と、を備え、前記第１補正倍率光学系は、前記入射側
凸レンズに対面して配置された前記第１光透過板と、この第１光透過板を、シール枠体を
介して保持する第１保持手段とを備え、前記第１保持手段は、前記投影光を通過させる開
口窓を有し、前記入射側凸レンズに沿って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿
って設置され前記第１光透過板を設ける前記シール枠体と、このシール枠体および前記第
１光透過板を挟持すると共に、前記第１光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前
記第１光透過板を擬似円筒面状態に湾曲させる方向にガイドし、前記第１光透過板の湾曲
頂部に対して対称となる位置で前記挟持枠体と前記第１光透過板の間に設けられたガイド
バーと、を備え、前記第２補正倍率光学系は、前記出射側凸レンズに対面して配置された
前記第２光透過板と、この第２光透過板を、シール枠体を介して保持する第２保持手段と
を備え、前記第２保持手段は、前記投影光を通過させる開口窓を有し、前記出射側凸レン
ズに沿って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置され前記第２光透過板
を設ける前記シール枠体と、このシール枠体および前記第２光透過板を挟持すると共に、
前記第２光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第２光透過板を擬似円筒面状
態に湾曲させる方向にガイドし、前記第２光透過板の湾曲頂部に対して対称となる位置で
前記挟持枠体と前記第２光透過板の間に設けられたガイドバーと、を備える構成とした。
そして、前記投影露光装置は、前記第１保持手段、前記シール枠体、第１光透過板ならび
に前記入射側凸レンズで囲繞される密閉空間の気圧を調整して前記第１光透過板を前記ガ
イドバーを介して、または、前記第２保持手段、前記シール枠体、第２光透過板ならびに
前記出射側凸レンズで囲繞される密閉空間の気圧を調整して前記第２光透過板を前記ガイ
ドバーを介して、平板状態から擬似円筒面状態に変形させる変形手段を備え、前記制御手
段は、前記映像情報に基づいて、前記変形手段を制御する構成とした（請求項８）。なお
、投影露光装置は、前記第１補正倍率光学系が、前記入射側凸レンズに対面して配置され
た前記第１光透過板と、この第１光透過板を、シール枠体を介して保持する第１保持手段
とを備え、前記第１保持手段は、前記投影光を通過させる開口窓を有し、前記入射側凸レ
ンズに沿って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿って設置され前記第１光透過
板を設ける前記シール枠体と、このシール枠体および前記第１光透過板を挟持すると共に
、前記第１光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前記第１光透過板を擬似円筒面
状態に湾曲させる方向にガイドし、前記第１光透過板の湾曲頂部に対して対称となる位置
で前記挟持枠体と前記第１光透過板の間に設けられたガイドバーと、を備え、前記第１保
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持手段、前記シール枠体、前記第１光透過板ならびに前記入射側凸レンズで囲繞される密
閉空間の気圧を調整して前記第１光透過板を、前記ガイドバーを介して平板状態から擬似
円筒面状態に変形させる第１変形手段とを備え、前記第２補正倍率光学系が、前記出射側
凸レンズに対面して配置された前記第２光透過板と、この第２光透過板を、シール枠体を
介して保持する第２保持手段とを備え、前記第２保持手段は、前記投影光を通過させる開
口窓を有し、前記出射側凸レンズに沿って配置される枠本体と、この枠本体の開口窓に沿
って設置され前記第２光透過板を設ける前記シール枠体と、このシール枠体および前記第
２光透過板を挟持すると共に、前記第２光透過板に対応して開口を有する挟持枠体と、前
記第２光透過板を擬似円筒面状態に湾曲させる方向にガイドし、前記第２光透過板の湾曲
頂部に対して対称となる位置で前記挟持枠体と前記第２光透過板の間に設けられたガイド
バーと、を備え、前記第２保持手段、前記シール枠体、前記第２光透過板ならびに前記出
射側凸レンズで囲繞される密閉空間の気圧を調整して前記第２光透過板を、前記ガイドバ
ーを介して平板状態から擬似円筒面状態に変形させる第２変形手段と、を備え、前記制御
手段は、前記映像情報に基づいて、前記第１変形手段および前記第２変形手段を制御する
こととしても構わない（請求項９）。
【００２７】
　このように構成されることにより、投影露光装置では、はじめに撮像手段により両マー
クを撮像した映像情報により被処理基板の伸縮状態を制御手段が認識するとともに、第１
補正倍率光学系または第２補正倍率光学系のいずれかを制御してパターンの投影像の倍率
を補正している。このときの、両補正倍率光学系は、投影光学系に対して光学的に対称な
位置に配置された状態で、倍率補正を行なっている。また、両補正倍率光学系の密閉空間
を制御手段からの制御により変形手段が調整する、つまり、密閉空間の気圧を増減するこ
とにより、第１光透過板または第２光透過板を平板状態から擬似円筒面状態に湾曲させて
変化させることで、光学的な対称性を維持した状態で倍率補正を行なっている。
【００２８】
　なお、投影光学系を、第１反射面および第２反射面を所定角度に設けた反射体と、この
反射体に対峙して配置した反射補正光学系と、反射補正光学系の中心軸に対して対称とな
る一方と他方に、設置面に対して垂直に配置される入射側凸レンズおよび出射側凸レンズ
とを備える反射屈性投影光学系としても構わない。そのため、露光装置では、光源からの
光が、照射されて反射鏡およびフライアイレンズなどを介してマスクを通過し、投影光と
して第１補正光学系および入射側凸レンズから投影光学系に入射する。そして、投影露光
装置では、投影光学系において一旦、反射体の第１反射面により投影光の向きを水平方向
から垂直方向に変えて反射し、再び投影光を垂直方向から水平方向に補正反射光学系によ
り反射し、反射体の第２反射面により投影光を垂直方向から水平方向に変える。さらに、
投影露光装置では、反射体の第２反射面から反射された投影光を、出射側凸レンズおよび
第２補正倍率光学系を介して基板保持テーブルに垂直に保持されている被処理基板に対し
て照射する。
【００２９】
　また、投影露光装置は、マスクにおけるパターンの投影像の倍率を補正するとき、例え
ば、マスクにおける投影像の横方向のスケールを縮小するときには、入射側凸レンズに対
面する第１補正倍率光学系を作動させ密閉空間の気圧を調整することで第１光透過板を平
板状態から擬似円筒面状態に湾曲させる。また、マスクにおける投影像の横方向のスケー
ルを拡大するときには、出射側凸レンズに対面する第２補正倍率光学系を作動させ、密閉
空間の気圧を調整することで、第２光透過板を平板状態から湾曲状態に湾曲させるもので
ある。なお、投影露光装置では、投影光学系がマスクおよび被処理基板の間において対称
に各エレメントを配置していることにより、入射側での歪曲を出射側において吸収するこ
とができる関係となっている。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る投影光学系および投影露光装置では、以下に示すように優れた効果を奏す
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るものである。
　（１）投影光学系は、反射体および反射補正光学系を中央として対称となる位置に入射
側凸レンズおよび出射側凸レンズが配置され、第１補正倍率光学系および第２補正倍率光
学系についても光学的な対称となる位置に配置されているため、一方の補正倍率光学系の
光透過板を擬似円筒面状態にすることで例えばマスクにおける投影像の横方向のスケール
を縮小（拡大）させる方向に補正でき、また、他方の補正倍率光学系の光透過板を擬似円
筒面状態にすることで、パターンの投影像の横方向のスケールを拡大（縮小）させる方向
に補正できる。また、投影光学系の両補正倍率光学系は、設置面に対して垂直に配置され
ているため、自重や重力の影響が最小限となり補正精度を維持した状態で動作することが
できる。なお、投影光学系では、両補正倍率光学系が、光学的に対称に配置されているた
め、補正倍率光学系を動作させるときに、光学的収差を打ち消すように補正が行なわれる
ことになる。また、投影光学系は、補正の幅が、従来のものと比較して広く調整すること
が可能となる。もちろん、投影光学系は、光学的な非対称の配置と比較して高精度な加工
や組立ては必要としない。
【００３１】
　（２）投影光学系は、密閉空間の気圧の調整により第１光透過板または第２光透過板を
、平板状態から擬似円筒面状態にシール枠体を介して湾曲させてレンズの働きもたせるよ
うにしてパターンの投影像の倍率を補正しているため、各光透過板を変形させる調整が容
易であると共に、変形させるときの各光透過板に対する機械的な付加を分散することで光
透過板に対する付加を最小限とし、各補正倍率光学系の精度を維持して補正倍率の調整を
可能にしている。
　（３）投影光学系は、両光透過板を平板状態から擬似円筒面状態に湾曲させるときに、
ガイドバーを介して密閉空間の気圧を調整することで行なっているため、理想に近い円筒
面を形成でき、補正倍率光学系の繰り返し動作を行なっても補正精度を維持して補正精度
の一層の向上を可能とする。さらに、投影光学系は、擬似円筒面を互いに直交するように
配置することで、パターンの投影像に対する縦と横の倍率が個々に補正できる。また、投
影光学系は、均等変倍をするための機構が不要となる。
【００３２】
　（４）投影光学系は、機械変形の特性を、光透過板の板厚みと長辺との関係で規定する
と共に、補正能力および歪曲の特性を、主光線傾角と板厚みとの関係で規定しているため
、より調整し易く、かつ、補正倍率精度の優れた補正倍率光学系を提供することが可能と
なる。
　（５）投影光学系は、各光透過板およびシール枠体の材質と厚みの関係を所定の値とす
ることで規定しているため、密閉空間の気圧の調整でより適切となる擬似円筒面状態を形
成することが可能となり、理想に近い円筒面を提供でき補正倍率の調整を行なうときに有
利となる。
【００３３】
　（６）投影光学系は、各凸レンズと各光透過板との厚さの関係を規定することで、各凸
レンズに対する気圧の影響を最小限にでき、各凸レンズの変形が光学的性能上において無
視できる状態となり、密閉空間の気圧を調整して各光透過板の形状を変形させる動作を行
っても他の光学エレメントに与える影響を最小限とすることができる。
　（７）投影光学系は、各光透過板を平板状態から擬似円筒面状態として湾曲させたとき
、投影光の光路をあらかじめ設定された有効透過設定範囲としているため、倍率補正を行
なうときに有効に使用できる補正レンズとしての円筒曲面部分を利用することができ、補
正精度をより向上させることが可能となる。
【００３４】
　（８）投影露光装置は、各補正倍率光学系が光学的な対称となる位置に配置されている
ため、一方の補正倍率光学系を調整することで例えばパターンにおける投影像の横方向の
スケールを縮小させる方向に補正でき、また、他方の補正倍率光学系を調整することで、
例えば、パターンにおける投影像の横方向のスケールを拡大させる方向に補正できる。ま
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た、投影光学系の両補正倍率光学系は、両マークの映像情報に基づいて制御手段により制
御されるため、ワークの伸縮に適切でかつ速やかに対応することができ、従来の構成と比
較して作業性に優れている。
【００３５】
　また、投影露光装置は、その両補正倍率光学系が、密閉空間を調整することで光透過板
を平板状態から擬似円筒面状態に湾曲させるように動作させて倍率補正を行なっており、
自重や重力の影響が最小限となり補正精度を維持した状態で動作することができる。なお
、投影露光装置の投影光学系では、両補正倍率光学系が、光学的に対称に配置されている
ため、補正倍率光学系を動作させるときに、光学的収差を打ち消すように補正が行なわれ
ることになる。さらに、投影露光装置では、それぞれの光透過板の擬似円筒面状態を、撮
像手段による映像情報に基づいて制御手段からの制御により、変形手段が密閉空間の気圧
の調整により行っているため、補正倍率についても固定されることなく調整できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照して説明する。
　図１は投影露光装置の各エレメントの配置を模式的に示す模式図、図２は投影光学系の
分解斜視図、図３（ａ）は投影光学系の第１光透過板、シール枠体、入射側凸レンズの厚
みの関係を模式的に示す断面図、（ｂ）は第１光透過板の長辺の長さおよび擬似円筒面状
態のときの円筒頂部を模式的に示す模式図、図４は投影光学系の投影光に対する有効光路
面積を説明する正面図である。なお、ここでは、はじめに投影光学系Ａについて説明し、
その後、投影露光装置１について説明することとする。
【００３７】
　図１に示すように、投影露光装置１の投影光学系Ａは、マスクＭとワークＷの間に各光
学エレメントが対称となるように設置されている。この投影光学系Ａは、中央に配置され
る反射体５の上方に対峙して反射補正光学系６を図示しないフレームに支持させて配置し
て備えると共に、その反射補正光学系６の中心軸に対して対称となる位置に入射側凸レン
ズ４および出射側凸レンズ７を備え、かつ、入射側凸レンズ４に対面して第１補正倍率光
学系Ａ１と、出射側凸レンズ７に対面して第２補正倍率光学系Ａ２と、を備えている。な
お、光学エレメントとは、ここでは投影光を透過、反射するものをいう。
【００３８】
　入射側凸レンズ４および出射側凸レンズ７は、反射体５を中央として共軸に配置されて
おり、それぞれが単レンズとして配置され、両面凸レンズが用いられている。入射側凸レ
ンズ４および出射側凸レンズ７は、同一の屈折率となるようにここでは構成されている。
　そして、入射側凸レンズ４は、反射体５の第１反射面５ａに投影光を透過して送る位置
に配置されている。なお、入射側凸レンズ４は、ここではレンズ中央から下方のみが投影
光に対して有効な光路となるように設定されている。
　また、出射側凸レンズ７は、ここでは両面凸レンズが用いられ、反射体５の第２反射面
５ｂから反射される投影光を透過させる位置に配置されている。この出射側凸レンズ７は
、入射側凸レンズ４と同様に中央から下方のみが投影光に対して有効な光路となるように
設定されている。
【００３９】
　反射体５は、光路の向きを変えるものであり、入射側凸レンズ４から透過されてきた投
影光を、水平方向から垂直方向に反射して変えるように所定角度で形成された第１反射面
５ａと、この第１反射面５ａに隣接して、反射補正光学系６から送られて来た投影光を、
垂直方向から水平方向に反射してその向きを変えるように所定角度で形成された第２反射
面５ｂとを備えている。なお、この反射体５は、入射側凸レンズ４から出射側凸レンズ７
まで投影光の光路を確保できる状態であれば、その形状および製造方法について特に限定
されるものではない。
【００４０】
　反射補正光学系６は、補正光学系である第１凸レンズ６ａ、平凸レンズ６ｂと、凹レン
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ズ６ｃとを共軸に備えると共に、その凹レンズ６ｃに対面した位置に凹面反射ミラー６ｄ
を配置して備えている。この反射補正光学系６は、凹面反射ミラー６ｄが、設置される入
射側凸レンズ４、反射体５、補正光学系（６ａ、６ｂ、６ｃ）などの配置により、設置高
さ、焦点距離が設定されるものであり、ここでは、入射側凸レンズ４および出射側凸レン
ズ７の焦点距離ｆａとしたときに、凹面反射ミラー６ｄの焦点距離ｆｂとの比率関係が絶
対値において、１．２＜ｆａ／ｆｂ＜５．５の関係を満足する位置関係となるように配置
されることが好ましい。凹面反射ミラー６ｄは、１．２＜ｆａ／ｆｂ＜５．５の範囲に設
置されると、テレセントリック性（主光軸の平行性）が維持できる状態を容易に確保でき
都合がよい。なお、補正光学系である各レンズ６ａ，６ｂ，６ｃは、それぞれ単レンズで
構成されている。また、反射補正光学系６は、全体として補正光学系（６ａ、６ｂ、６ｃ
）が正の屈折力をもつものであればよい。
【００４１】
　図１および図２に示すように、第１補正倍率光学系Ａ１と、第２補正倍率光学系Ａ２と
は、それぞれ同一の光学エレメントを用いて光学的に対称となる位置に配置されている。
第１補正倍率光学系Ａ１は、ここでは合成石英ガラス板で形成した第１光透過板１１と、
この第１光透過板１１を平板状態から擬似円筒面状態に変形自在にシール枠体１２ｃを介
して保持する第１保持手段１２と、この第１保持手段１２、第１光透過板１１および入射
側凸レンズ４とで囲繞される密閉空間１３とを備えている。そして、この第１補正倍率光
学系Ａ１の密閉空間１３は、接続管１４を介して設けられた調整手段１５を有する変形手
段１６により気圧の調整が行なわれるものである。
【００４２】
　同様に、第２補正倍率光学系Ａ２は、ここでは合成石英ガラス板で形成した第２光透過
板２１と、この第２光透過板２１を平板状態から擬似円筒面状態に変形自在にシール枠体
２２ｃを介して保持する第２保持手段２２と、この第２保持手段２２、第２光透過板２１
および出射側凸レンズ７とで囲繞される密閉空間２３とを備えており、密閉空間２３の気
圧が、接続管１４を介して設けた調整手段１５を備える変形手段１６により調整されるも
のである。なお、ここは、前記した調整手段１５を第１補正倍率光学系Ａ１と共有してい
る構成として説明する。もちろん調整手段１５は、それぞれの補正倍率光学系Ａ１，Ａ２
が各々備える構成としても構わない。
【００４３】
　第１光透過板１１は、合成石英ガラス板など露光作業に必要な所定波長の紫外線を透過
させることができる光透過部材であればよい。この第１光透過板１１は、入射側凸レンズ
４との関係では、密閉空間１３の気圧の調整を行なったときに、入射側凸レンズ４に対す
る変形比率が０．２％以下である板厚の関係であることが望ましい。すなわち、入射側凸
レンズ４では、密閉空間１３の気圧の調整を行ったときに、入射側凸レンズ４の変形比率
が０．２％を超えない範囲であると、投影光の屈折の変化量が無視できる範囲となるから
である。つまり、入射側凸レンズが圧力により変形しても、光学性能上無視できる状態の
範囲であり、かつ、他の光学エレメントと併せて好適な補正効果を期待できるものを維持
できる状態である。ちなみに、第１光透過板１１と、入射側凸レンズ４との厚みの関係は
、一例として、第１光透過板１１が５ｍｍであったときに、入射側凸レンズ４が最大肉厚
部４０ｍｍ、最小肉厚部２５ｍｍとしている。この場合、密閉空間１３の気圧の調整を行
なって６．５ｋＰａの付加を与え、第１光透過板１１を擬似円筒面状態に湾曲させても、
入射側凸レンズ４が変形前と変形後ではその変形比率は、０．２％以下となる。
【００４４】
　また、この第１光透過板１１は、投影光の光軸に直交する透過面積（ＬＤ×ＬＴ、図４
参照）より広い面積となる長方形（正方形を含む四角形あるいは矩形）に形成され、図３
（ａ），（ｂ）に示すように、所定の板厚（中心厚）ｄとしたときに、長辺Ｄとの関係が
、式（１）示す１＜｛（ｄ／Ｄ）×１００｝＜１０となるように設定され、かつ、投影光
の主光線傾角ωと板厚ｄ（中心厚）との関係が式（２）で示す０．０１＜（ω2×ｄ）＜
２．５の条件を満たすように設定されることが好ましい。



(15) JP 4195674 B2 2008.12.10

10

20

30

40

50

　　　　１＜｛（ｄ／Ｄ）×１００｝＜１０　　　式（１）
　０．０１＜（ω2×ｄ）＜２．５　　　　　　　式（２）
【００４５】
　第１光透過板１１は、長辺Ｄと板厚ｄとの関係で式（１）において比率が「１」を越え
るようにならないと、機械的な強度が保つことが困難になりやすく、また、平板状態から
擬似円筒面状態に湾曲させる場合に密閉空間を制御することが困難になりやすい状態とな
る。また、第１光透過板１１は、式（１）において比率が「１０」以下であると機械的な
強度を保った状態で変形するときに特に制御することが容易となる。したがって、長辺Ｄ
と板厚ｄとの関係が式（１）を満たすことが特に好ましい。
【００４６】
　第１光透過板１１は、さらに、式（２）において（ω2×ｄ）が「０．０１」を越える
と、主光線傾角ωを非常に小さくする必要がなくなり、設計上好ましい状態となる。また
、第１光透過板１１は、式（２）において（ω2×ｄ）が「２．５」未満であると、歪曲
が０．００２％を越える場合がほとんどなく、歪曲が小さい状態が維持でき、リソグラフ
ィー技術に適用するには最適な範囲となる。そのため、第１光透過板１１は、式（１）、
式（２）の条件を満足することが好ましい。
　なお、第２光透過板２１の板厚、その他の構成、および、出射側凸レンズ７との関係は
、すでに説明した第１光透過板１１と同じであるため、その説明を省略する。
【００４７】
　図２に示すように、第１保持手段１２は、ここでは入射側凸レンズ４を擬似円筒面状態
に変形可能に保持すると共に第１光透過板１１を保持するように構成されており、入射側
凸レンズ４に沿って配置され開口窓を有する枠本体１２ａと、この枠本体１２ａの開口窓
に沿って取り付けられるシール枠体１２ｃと、このシール枠体１２ｃを介して設けられる
第１光透過板１１と、この第１光透過板１１の光路となる位置に開口を有する挟持枠体１
２ｄと、第１光透過板１１の左右端（擬似円筒面状態としたときの円筒頂部に対して対称
）となる位置に配置されたガイドバー１１ａ，１１ｂと、を備えている。なお、この第１
保持手段１２は、入射側凸レンズ４を枠本体１２ａとで挟持するレンズ挟持枠体１２ｅも
、ここでは備えている。そして、この第１保持手段１２は、枠本体１２ａの上端に補助フ
レーム１２ｂが取付けられるように構成されており、この補助フレーム１２ｂが入射側凸
レンズ４の凸曲面に沿って当接してシールするように構成されている。なお、補助フレー
ム１２ｂは、枠本体１２ａと一体に形成される構成としても構わない。
【００４８】
　ここで使用されるシール枠体１２ｃと第１光透過板１１との関係は、曲げ剛性比である
つぎの式（３）に示す条件、つまり、
【数３】

を満足する構成であることが望ましい。なお、式（３）中において、ＥGは第１（第２）
光透過板のヤング率、ＥSはシール枠体のヤング率、ＴGは第１（第２）光透過板の板厚、
ＴSはシール枠体の厚み、νGは第１（第２）光透過板のポアソン比、νSはシール枠体の
ポアソン比である。
【００４９】
　シール枠体１２ｃは、式（３）において、左辺の値を超えないと存在しないことになり
、また、右辺の値未満であると、第１光透過板１１が目的とする擬似円筒面状態に湾曲す
ることが容易となるため、式（３）の条件を満足することが望ましい。ちなみに、ここで
は、一例として、シール枠体１２ｃと第１光透過板１１との曲げ剛性比を、１対５０００
０に設定しており、この場合では、第１光透過板１１が５ｍｍであり、シール枠体１２ｃ



(16) JP 4195674 B2 2008.12.10

10

20

30

40

50

をシリコンシートで形成したときに、そのシリコンシートの厚みを３ｍｍ程度まで許容で
きるようになるものである。
【００５０】
　ガイドバー１１ａ，１１ｂ（２１ａ，２１ｂ）は、第１光透過板１１の一端から他端に
亘って当接する長さを備えており、ここでは断面円形に形成されている。このガイドバー
１１ａ，１１ｂは、同じ長さ、同じ断面形状となるように形成されており、図３（ｂ）に
示すように、第１光透過板１１の湾曲頂部ＣＰに対して対称となる位置に配置されている
。なお、このガイドバー１１ａ，１１ｂの断面形状は、三角形、四角形、楕円形など各光
透過板１１，２１に当接して擬似円筒面状態にガイドできる形状であれば、円形に限定あ
れるものではない。また、ガイドバー１１ａ，１１ｂの長さについても同様で、第1光透
過板１１の一端から他端に亘って当接する長さでなくても、第１光透過板１１が適切に擬
似円筒面状態になれば良い。
　また、このガイドバー１１ａ、１１ｂ（２１ａ，２１ｂ）は、第１光透過板１１の一方
側にのみ配置した構成として説明したが、その第１光透過板１１の両側で対面する配置さ
れていても構わない。
【００５１】
　なお、第２補正倍率光学系Ａ２側の構成、すなわち、第２光透過板２１および第２保持
手段２２などは、すでに説明したものと同じ構成であるため、符号の十の位を２として付
して（図２参照）、構成の説明は省略する。
【００５２】
　そして、図２および図５に示すように、第１補正倍率光学系Ａ１は、第１光透過板１１
、第１保持手段１２および入射側凸レンズ４により囲繞される密閉空間１３が形成され、
この密閉空間１３の気圧を変形手段１６により調整することで、第１光透過板１１を平板
状態から擬似円筒面状態、あるいは、擬似円筒面状態から平板状態に変形させて、パター
ンの投影像のスケールを倍率補正している。なお、図１に示すように、第１補正倍率光学
系Ａ１および第２補正倍率光学系Ａ２のそれぞれの密閉空間１３，２３は、ここでは変形
手段１６により気圧の調整をそれぞれ行なうように構成されている。もちろん、各密閉空
間１３，２３を別々の図示しない変形手段（第１変形手段、第２変形手段）により調整す
る構成としても構わない。
【００５３】
　変形手段１６は、各密閉空間１３，２３に一端が接続される接続管１４と、この接続管
１４の他端に接続されるコンプレッサあるいは真空ポンプなどの調整手段１５とを備えて
おり、図示していないが、必要な位置に、切換弁、リーク弁などを備えている。
【００５４】
　なお、図１に示すように、この変形手段１６では、第１光透過板１１および第２光透過
板２１が、例えば、板厚ｄが５ｍｍであったときに、密閉空間１３，２３に１～６．５ｋ
Ｐａの気圧をさらに負荷することで、第１光透過板１１または第２光透過板２１を平板状
態から擬似円筒面状態に湾曲させることができるものである。なお、密閉空間１３，２３
に負圧、つまりマイナス１～６．５ｋＰａの気圧を減圧することで凸面を凹面とする擬似
円筒面状態に湾曲させることも可能である。
【００５５】
　また、図４に示すように、投影光の光路は、第１光透過板１１および第２光透過板２１
において、有効透過設定範囲となるようにあらかじめ設定されていることが好ましい。す
なわち、両光透過板１１，２１は、平板状態から擬似円筒面状態に湾曲してマスクＭ（図
１参照）のパターンの投影像についての倍率補正を行なっているため、理想円筒面をでき
るだけ有効に使用することが望ましく、第１光透過板１１および第２光透過板２１の周縁
であるＧＴ，ＧＤから内側にシフトした領域ＬＴ，ＬＤに有効透過設定範囲を設定してい
る。なお、有効透過設定範囲は、必要な条件を加味して計算した範囲で設定することや、
また、実際に投影光をワークＷ（図１参照）の露光領域に照射して設定することや、その
両者により設定しても構わない。
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【００５６】
　また、図１に示すように、両凸レンズ４，７および両補正倍率光学系Ａ１，Ａ２は、支
持移動機構３０に支持されて、入射側凸レンズ４および出射側凸レンズ７を、所定間隔を
維持した状態で、光軸方向に対して平行に移動するように構成されていても構わない。こ
の支持移動機構３０は、両凸レンズ４，７および両補正倍率光学系Ａ１，Ａ２を支持する
支持手段３１と、この支持手段３１を移動するための案内レール３２と、この案内レール
３２に沿って前記支持手段３１を移動させるための駆動手段３３とを備えており、両凸レ
ンズ４，７および両補正倍率光学系Ａ１，Ａ２を光軸方向に沿って平行に移動できる構成
（例えば、送りねじ機構、スライド機構など）であれば特に限定されるものではない。
【００５７】
　つぎに、投影光学系Ａの作用を説明する。
　図１に示すように、投影光学系Ａに対して投影光が送られてくると、その投影光は、は
じめに第１補正倍率光学系Ａ１の第１光透過板１１を透過して入射側凸レンズ４を透過し
て反射体５の第１反射面５ａに到達する。このとき、第１補正倍率光学系Ａ１では、第１
光透過板１１を平板状態としており、倍率補正を行なっていない状態である。そして、投
影光は、反射体５の第１反射面５ａにより水平方向から垂直方向に反射される。
【００５８】
　反射体５の第１反射面５ａにより反射された投影光は、補正光学系（６ａ，６ｂ，６ｃ
）および凹面反射ミラー６ｄを介して、反射体５の第２反射面５ｂに送られる。このとき
、補正光学系（６ａ，６ｂ，６ｃ）は、正の屈曲力を持つように配置され、また、凹面反
射ミラー６ｄの焦点距離および入射側凸レンズ４（出射側凸レンズ７）の焦点距離との比
の関係において、所定の条件を満足していることから、テレセントリック性（主光線の平
行性）を保った状態を維持することができる。
【００５９】
　そして、反射補正光学系６を介して送られて来た投影光は、反射体５の第２反射面５ｂ
により、垂直方向から水平方向に向きを変えられた状態で反射して、出射側凸レンズ７お
よび第２補正倍率光学系Ａ２の第２光透過板２１を透過して出射する。このとき、第２補
正倍率光学系Ａ２では、第２光透過板２１を平板状態としており、倍率補正を行なってい
ない状態である。そのため、投影光は、マスクＭのパターンにおける投影像を１対１の状
態でワークＷに照射して露光できる状態となる。
【００６０】
　つぎに、第１補正倍率光学系Ａ１を作動させたときの作用を説明する。なお、ここで示
す投影光学系Ａでは、第１補正倍率光学系Ａ１を作動させると、設置されているマスクＭ
のパターンにおける投影像について横方向の倍率が縮小するように設定されている。
　マスクＭとワークＷとの位置合わせを行うときに、それぞれのワークマークＷｍ，マス
クマークＭｍ（整合マーク（図１参照））をアライメントする際、ワークＷの伸縮状態が
判断されて、ワークＷの伸縮状態に対応させて倍率補正を行なうことになる。例えば、設
置されたワークＷの横方向の寸法が０．０１％縮小されていた場合には、その縮小率に関
する情報が変形手段１６側に制御手段１７を介して伝達され、その縮小率に合わせて変形
手段１６の調整手段１５が密閉空間１３の気圧を調整する。
【００６１】
　第１光透過板１１は、密閉空間１３の気圧が調整されて増加したときには、図５（ａ）
に示す状態から、図５（ｂ）に示す状態となるように、平板状態から擬似円筒面状態に湾
曲する。なお、一例として、第１光透過板１１が５ｍｍであったときには、密閉空間１３
の気圧を１～６．５ｋＰａ増加させることにより、第１光透過板１１の中心位置ＣＬにお
いて形成される円筒頂部ＣＰ（図３（ｂ）参照）において平面から最大１．６ｍｍ程度の
湾曲状態とする擬似円筒面状態に湾曲することができる。なお、一例として、第１光透過
板１１が１ｍｍ撓んだ状態の擬似円筒面を形成すると、２０μｍ～３０μｍの倍率の調整
を行なうことが可能となる。また、このとき湾曲する際には、左右のガイドバー１１ａ，
１１ｂにより円筒面になるように案内されていることと、投影光の有効光路設定範囲が第
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１光透過板１１の周縁から内側にシフトして設定されていることにより、より理想となる
第１光透過板１１の円筒面部分が使用されることになる。ちなみに、一例として、第１光
透過板１１が横３９０ｍｍ、縦１７０ｍｍであったときに、有効光路設定範囲は、横２０
０ｍｍ、縦１００ｍｍとしている。なお、第１光透過板１１は、ガイドバー１１ａ，１１
ｂと直交する上下となる２辺側が、シール枠体１２ｃに取り付けられているため、ガイド
バー１１ａ，１１ｂ沿って湾曲したときに、上下となる２辺が円筒面に近い擬似円筒面の
状態に追随して湾曲することができる。
【００６２】
　そして、図６に示すように、密閉空間１３の気圧が調整されて増加した気圧が第１光透
過板１１に負荷されると、同様に入射側凸レンズ４に対しても増加した気圧が負荷される
ことになる。このとき、入射側凸レンズ４では、図３に示すように、第１光透過板１１の
板厚ｄに対して十分な厚みＬＷ，Ｌｗを備えているため、変形比率が０．２％以下となり
、光学性能上無視できるものとなる。
【００６３】
　そのため、投影光が第１補正倍率光学系Ａ１の第１光透過板１１を介して入射側凸レン
ズ４、反射体５の第１反射面５ａ、反射補正光学系６、反射体５の第２反射面５ｂ、出射
側凸レンズ７および第２補正倍率光学系Ａ２の第２光透過板２１からワークＷ側に出射さ
れると、マスクＭのパターンにおける投影像が横方向において０．０１％縮小した状態で
ワークＷに照射されることになる。
【００６４】
　また、ワークＷの横幅方向が０．０１％伸張した場合には、第１補正倍率光学系Ａ１の
第１光透過板１１は、平板状態のままとし、前記したときと同様に、ワークＷの縮小率に
関する情報が制御手段１７を介して変形手段１６に伝達され、第２補正倍率光学系Ａ２を
作動させ、第２光透過板２１を平板状態から擬似円筒面状態に湾曲させる動作を行なった
後に投影光を照射している。そうすると、投影光は、第１補正倍率光学系Ａ１の第１光透
過板１１、入射側凸レンズ４、反射体５の第１反射面５ａ、反射補正光学系６、反射体５
の第２反射面５ｂ、出射側凸レンズ７までは倍率変化しない状態であり、第２補正倍率光
学系Ａ２の第２光透過板２１を透過するときに、倍率補正されてワークＷ側の照射される
ことになる。なお、第２補正倍率光学系Ａ２の動作は、すでに説明した第１補正倍率光学
系Ａ１の第１光透過板１１で説明した動作と同じであるため、その説明を省略する。
【００６５】
　以上説明したように、投影光学系Ａでは、第１補正倍率光学系Ａ１および第２補正倍率
光学系Ａ２のいずれかを動作させることで、ワークＷの伸縮に対応してマスクＭのパター
ンにおける投影像を照射して露光作業を行なうことが可能となる。なお、この投影光学系
Ａでは、両補正倍率光学系Ａ１，Ａ２が光学的に対称であるため、歪曲を相殺する関係と
なっている。
【００６６】
　また、この投影光学系Ａの両補正倍率光学系Ａ１，Ａ２および両凸レンズ４，７を支持
している支持移動機構３０を動作させることで、パターン全体の投影像を縮小あるいは拡
大することができ、支持移動機構３０の動作とあわせて、両補正倍率光学系Ａ１，Ａ２を
動作させるようにしてもよい。
【００６７】
　さらに、図７に示すように、第１光透過板１１と第２光透過板２１とを互いに直交させ
る方向に擬似円筒面を形成できるように配置しても構わない。そのため、図７（ａ）の状
態から図７（ｂ）の状態となるように、第１光透過板１１を平板状態から擬似円筒面状態
に湾曲させることで、例えば、パターンの投影像の縦方向のスケールを縮小（拡大）させ
る補正ができ、また、図７（ｂ）の状態から図７（ｃ）の状態となるように、第２光透過
板２１を平板状態から擬似円筒面状態に湾曲させることで、パターンの投影像の横方向の
スケールを拡大（縮小）させることができるように設定できるものとなる。このとき、ガ
イドバー１１ａ、１１ｂおよびガイドバー２１ａ，２１ｂにそれぞれ各光透過板１１，２



(19) JP 4195674 B2 2008.12.10

10

20

30

40

50

１を隔てて対面する位置に図示しないガイドバーを設定することで、擬似円筒面状態が凹
面と凸面に変形することができるようになる。各光透過板１１，２１の両面位置にガイド
バーを設置する場合には、シール枠体１２ｃ（２２ｃ）（図５参照）は、各光透過板１１
，２１の板厚を両側から挟みこむように設けられると都合がよいものとなる。
【００６８】
　なお、両補正倍率光学系Ａ１，Ａ２は、それぞれ入射側凸レンズ４の入射面と、出射側
凸レンズ７の出射面に各光透過板１１，２１を、密閉空間１３，２３を介して対面して配
置する構成として説明したが、入射側凸レンズ４の出射面と、出射側凸レンズ７の入射面
に対面して密閉空間１３，２３を介して各光透過板１１，２１を配置する構成としても構
わない。
【００６９】
　つぎに、投影露光装置１について説明する。なお、投影光学系Ａに関する構成はすでに
説明したので、その他の部分につて説明する。
　図１に示すように、投影露光装置１は、光源３と、投影光学系Ａと、ワークＷを保持す
るワーク保持手段８と、マスクＭとワークＷのそれぞれのマークＷｍ，Ｍｍを撮像するＣ
ＣＤなどの撮像手段９と、この撮像手段９により撮像した両マークＷｍ，Ｍｍの位置情報
から両マークＷｍ，Ｍｍのズレ量および、ワークＷの伸縮量を演算して制御する制御手段
１７と、両マークＷｍ，Ｍｍを作業者が目視できるように表示するモニタ１０とを主に備
えている。
【００７０】
　光源３は、所定波長の紫外線を含む光を照射するランプ２ａと、このランプ２ａから照
射される光を集光して反射する楕円反射鏡２ｂとを有する光源部２と、この光源部２から
照射された光を垂直方向から水平方向に反射する平面反射鏡２ｃと、この平面反射鏡２ｃ
から反射されてきた光の照度分布を均一化するためのフライアイレンズ２ｄとを備えてい
る。
【００７１】
　撮像手段９は、マスクＭのマスクマークＭｍと、ワークＷのワークマークＷｍとをハー
フミラーなどを介して認識し、その認識した映像情報をモニタ１０に出力すると共に、制
御手段１７に出力している。なお、この撮像手段９は、露光時には光路から退避して露光
作業を行なうように図示しない移動手段に設けられている。
【００７２】
　制御手段１７は、撮像手段９からの情報により、ワークＷの伸縮状態を反映させて、両
補正倍率光学系Ａ１，Ａ２のそれぞれの光透過板１１，２１の状態を変形させる密閉空間
１３，２３の調整をしている変形手段１６を制御すると共に、支持移動機構３０の動作も
制御し、かつ、ワーク保持テーブルの整合作業の動作についての制御を行なうものである
。
【００７３】
　この制御手段１７は、撮像手段９から送られてきた映像情報をデジタル情報に変換する
変換部１７ａ、この変換部１７ａで変換されたデジタル情報を演算する演算部１７ｂと、
この演算部１７ｂで演算された結果を比較する比較部１７ｃと、この比較部１７ｃの比較
した結果に基づいて密閉空間の気圧の調整量と、支持移動機構３０の移動量およびワーク
保持手段８の整合移動量を決定する決定部１７ｄと、各情報を記憶する記憶手段１７ｅと
を備えている。
【００７４】
　変換部１７ａは、撮像手段９から送られてきた両マークＷｍ，Ｍｍの映像情報を多値化
してデジタル情報に変換するものである。この変換部１７ａは、アナログ信号をデジタル
信号に変化することができるものであれば、その構成を限定されるものではない。
　また、演算部１７ｂは、変換部１７ａで変換されたデジタル情報をあらかじめ設定され
た演算則に基づいて演算するものであり、各ワークマークＷｍ（ここでは４箇所）の位置
を示す位置情報を演算すると共に、各マスクマークＭｍ（ここでは４箇所）の位置を示す
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位置情報とを演算している。この演算部１７ｂは演算した結果を記憶手段１７ｅに出力し
て記憶させている。
【００７５】
　比較部１７ｃは、記憶手段１７ｅに記憶されているワークマークＷｍあるいはマスクマ
ークＭｍの位置情報（あらかじめ記憶されている基準位置情報であっても良い）と、演算
部１７ｂにより演算されたそれぞれのマークＷｍ，Ｍｍの位置情報とを比較して、ワーク
マークＷｍ間の距離およびマスクマークＭｍとワークマークＭｍとのズレ量を算出してい
る。なお、ここでは、ワークマークＷｍ間の距離が算出されることにより、ワークＷの伸
縮量も算出されることになる。
【００７６】
　決定部１７ｄは、比較部１７ｃにより算出されたワークマークＷｍ間の距離から、マス
クＭのパターンにおける投影像の補正倍率を、あらかじめ設定された演算式あるいはあら
かじめ記憶手段１７ｅに記憶させた演算テーブルに基づいて決定すると共に、密閉空間１
３，２３の気圧の調整量を決定し、かつ、マスクマークＭｍとワークマークＭｍとのズレ
量からワーク保持手段の整合量を決定するものである。さらに、この決定部１７ｄは、算
出されたワークマークＷｍ間の距離から、支持移動機構３０の移動量も決定するものであ
る。
　記憶手段１７ｅは、各情報を記憶するためのものであり、ハードディスク、光ディスク
などの一般的にデータを記憶することができるものであれば、限定されるものではない。
【００７７】
　ワーク保持手段８は、ワークＷを設置面に対して垂直に保持する共に、ワークＷのワー
クマークＷｍと、マスクＭのマスクマークＭｍとの位置合わせ作業をする整合機構（図示
せず）を備えている。
　つぎに、投影露光装置１の作用を説明する。
　投影露光装置１は、すでにマスクＭが設定され、図示しないハンドラなどによりワーク
Ｗがワーク保持手段８に保持されると、はじめに、撮像手段９によりマスクＭのマスクマ
ークＭｍと、ワークＷのワークマークＷｍとを撮像位置まで移動して撮像する。撮像手段
９により撮像された映像情報は、モニタ１０に表示されると共に、制御手段１７に出力さ
れる。
【００７８】
　制御手段１７では、変換部１７ａ、演算部１７ｂ、比較部１７ｃおよび決定部１７ｄに
よりマスクＭのマスクマークＭｍとワークＷのワークマークＷｍとのズレ量から算出され
たワークＷのワーク保持手段８における整合移動量が決定され、ワーク保持手段８にその
情報が出力されると共に、ワークＷの伸縮量から両補正倍率光学系Ａ１，Ａ２の密閉空間
１３，２３の気圧を調整する調整量が決定されその情報が変形手段１６に出力される。そ
のため、ワーク保持手段８では、ワークＷとマスクＭの整合作業（アライメント作業）が
行なわれ、再度、撮像手段９により撮像作業が行なわれ、両マークＷｍ，Ｍｍが許容範囲
内であれば、整合作業は終了する。
【００７９】
　また、変形手段１６は、制御手段１７からの制御により第１補正倍率光学系Ａ１あるい
は第２補正倍率光学系Ａ２の密閉空間１３，２３のいずれかの気圧を調整して第１光透過
板１１あるいは第２光透過板２１のいずれか一方を平板状態から擬似円筒面状態に湾曲さ
せる。そして、光源３から紫外線を含む光を照射してマスクＭを介して投影光として、投
影光学系Ａにより、ワークＷに照射して露光作業を行なう。なお、ワークＷの伸縮がなか
った場合には、制御手段１７は、変形手段１６に密閉空間１３，２３の調整を行なわない
信号を出すか、あるいは、あらかじめ決められた時間において、制御手段１７からの命令
がない場合には、密閉空間１３，２３の調整を行なわないように構成されている。
　投影露光装置１では、露光作業が終了すると、図示しないハンドラなどによりワークＷ
が搬出され、新たなワークがワーク保持手段に保持され、再び、整合作業からはじめられ
、順次ワークＷが露光される。
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【００８０】
　なお、投影光学系Ａの全体の倍率変更を行なうときには、制御手段１７から移動量が支
持移動機構３０に出力されることにより支持移動機構３０が制御され、両凸レンズ４，７
を光軸方向に平行に移動させることで行なっている。そして、併せて両補正倍率光学系Ａ
１，Ａ２の倍率補正を行なうことにより、マスクＭのパターンにおける投影像の横方向（
縦方向）におけるスケールの倍率補正についても適正に行なうことが可能となる。なお、
投影光学系Ａは、各光学エレメントが光学的に対称な配置になっているため、光軸方向に
平行に移動させることにより、光路全体ではピントが合った状態で、かつ、全体の倍率を
縮小拡大させる状態の投影光を提供することができるものである。したがって、投影露光
装置１は、支持移動機構３０により両凸レンズ４，７を移動させても光学的なバランスを
保った状態で全体倍率の調整をすることができ、両凸レンズ４，７の移動に伴う歪曲の発
生を極小に抑えられる。
【００８１】
　また、投影露光装置１における投影光学系Ａは、入射側凸レンズから出射側凸レンズの
光路に使用される各レンズを単レンズとしているため、接合レンズと異なり接合面の微妙
な変化を一切考慮する必要がなく、投影光に対して高い精度を常に維持することが可能と
なる。
【００８２】
　さらに、投影光学系Ａの両補正倍率光学系Ａ１，Ａ２では、密閉空間１３，２３に気圧
を付加することで、擬似円筒面状態を形成するものについて説明したが、密閉空間１３，
２３を負圧にすることで、擬似円筒面状態を形成するものとしてもよい。すなわち、ガイ
ドバー１１ａ，１１ｂ（２１ａ，２１ｂ）に対面する位置に、さらに、図示しないガイド
バーをそれぞれ配置（このとき枠本体１２ａ，２２ａはガイドバーを支持する突片を形成
したことになる）し、シール枠体１２ｃ（２２ｃ）の上部あるいはシール枠体１２ｃ（２
２ｃ）から外れた位置において第１光透過板１１（第２光透過板２１）をガイドする構成
としている。したがって、密閉空間１３，２３を加圧すると、第１または第２光透過板１
１，２１を凸状な擬似円筒面状態に湾曲させ、また、密閉空間１３，２３を負圧にするこ
とで、第１または第２光透過板１１，２１を凹状な擬似円筒面状態に湾曲させることがで
きるものとなる。なお、ガイドバーがない構成であっても、シール枠体１２ｃ，２２ｃの
みで、密閉空間１３，２３の気圧を加圧あるいは負圧にすることで、両光透過板１１，２
１を擬似円筒面状態に湾曲して使用するものであっても構わない。
【００８３】
　また、ここでは、両凸レンズ４，７の中央から下方に渡って各光透過板１１，２１を対
面した状態として説明したが、両凸レンズ４，７の全面に渡って対面するように各光透過
板１１，２１およびその他の構成を設定しても構わないものである。
　さらに、両光透過板１１，２１を擬似円筒面状態に湾曲し易くするために、ガイドバー
１１ａ，１１ｂ（２１ａ，２１ｂ）を用いた構成として説明したが、このガイドバー１１
ａ，１１ｂ（２１ａ，２１ｂ）の構成に限定されるものではなく、例えば、シール枠体１
２ｃ（２２ｃ）の垂直部分と水平部分の伸び率が異なる構成とするものを用いるなど、両
光透過板１１，２１が擬似円筒面状態に湾曲しやすい構成となるものであれば構わない。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明に係る投影露光装置の各エレメントの配置を模式的に示す模式図である。
【図２】本発明に係る投影光学系の分解斜視図である。
【図３】（ａ）は、本発明に係る投影光学系の第１光透過板、シール枠体、入射側凸レン
ズの厚みの関係を模式的に示す断面図、（ｂ）は第１光透過板の長辺の長さおよび擬似円
筒面状態のときの円筒頂部を模式的に示す模式図である。
【図４】本発明に係る投影光学系の投影光に対する有効光路面積を説明する正面図である
。
【図５】（ａ）、（ｂ）は、本発明に係る第１補正倍率光学系の作動状態を示す一部省略
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【図６】本発明に係る第１補正倍率光学系および第２補正倍率光学系の作動原理を模式的
に説明するための模式図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は本発明に係る投影光学系において第１光透過板と第２
光透過板の変形方向を直交した状態を模式的に示す模式図である。
【図８】従来の投影光学装置の構成を示す模式図である。
【符号の説明】
【００８５】
Ａ　　　　　　投影光学系
Ａ１　　　　　第１補正倍率光学系
Ａ２　　　　　第２補正倍率光学系
１　　　　　　投影露光装置
２　　　　　　光源部
２ａ　　　　　ランプ
２ｂ　　　　　楕円反射鏡
２ｃ　　　　　平面反射鏡
２ｄ　　　　　フライアイレンズ
３　　　　　　光源
４　　　　　　入射側凸レンズ
４ａ　　　　　第１反射面
４ｂ　　　　　第２反射面
５　　　　　　反射体
６　　　　　　反射補正光学系
６ａ　　　　　凸レンズ
６ｂ　　　　　平凸レンズ
６ｃ　　　　　凹レンズ
６ｄ　　　　　反射ミラー
７　　　　　　出射側凸レンズ
８　　　　　　基板保持手段
９　　　　　　撮像手段
１１　　　　　第１光透過板
１１ａ　　　　ガイドバー
１１ｂ　　　　ガイドバー
１２　　　　　第１保持手段
１２ａ，２２ａ　　　　枠本体
１２ｂ，２２ｂ　　　　補助フレーム
１２ｃ，２２ｃ　　　　シール枠体
１２ｄ，２２ｄ　　　　挟持枠体
１２ｅ，２２ｅ　　　　レンズ挟持枠体
１３，２３　　　　　　密閉空間
１４　　　　　接続管
１５　　　　　調整手段
１６　　　　　変形手段（第１変形手段、第２変形手段）
２１　　　　　第２光透過板
２２　　　　　第２保持手段
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